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当社子会社の米国海外腐敗行為防止法についての 

米国司法省の調査に係る特別損失の計上に関するお知らせ 

 

 
当社の間接米国子会社である Olympus Latin America, Inc.（以下「OLA」）およびそのブラジル子会

社である Olympus Optical do Brasil, Ltda. (以下「OBL」)は、その医療事業に関して米国海外腐敗
行為防止法に基づく米国司法省の調査を受けており、平成 28年３月期第 1四半期決算においてこれに係
る引当金を計上しましたので下記のとおりお知らせします。 
 

記 
 
 

１．本件の概要 
当社の米国子会社であり、OLAの親会社である Olympus Corporation of the Americasは、平成 23年

10月に OLAおよび OBLの平成 23年以前における医療事業関連活動に関して、米国司法省に対して自主
開示を行い、現在解決に向けて同省との協議を継続しておりますが、現時点における進捗状況等を鑑み、
本件に係る引当金として 2,421百万円を特別損失に計上することといたしました。 
 
 

２．今後の見通し 
本件に伴い、本日発表の平成 28年３月期第 1四半期決算において 2,421百万円の特別損失を計上して

おりますが、本件による業績予想の修正はございません。 
本件について今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。 
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